
医療法人社団 朝菊会  

介護老人保健施設 ケアプラザ伊都  
＜通所リハビリテーション＞ 

運営規程 

 

第１章 総則 

 

（規程の目的） 

第 １条 この規程は、医療法人社団朝菊会が、介護保険法第９４条の規定に基づき開設許可を受 

     けた介護老人保健施設ケアプラザ伊都（以下「施設」という。）における通所リハビリ 

     テーションについて、その運営に関する事項を定め、効果的な施設運営と利用者に対す 

     る適正な処遇を確保することを目的とする。 

 

（施設の目的及び運営の方針） 

第 ２条 施設は、ケアプラン及び通所リハビリテーション計画に基づき、要介護・要支援状態に 

     なった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に 

     応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、理学療法、作業療法その他必要なリハ 

     ビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。 

  ２， 施設は、利用者の意志及び人格を尊重し、常にその立場に立って通所リハビリテーショ 

     ンを提供するように努めるものとする。 

  ３， 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、 

     市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医 

     療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 

  ４， 施設は、利用者の個人情報の保護について、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイ     

     ドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービス 

     の提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、 

     必要に応じて利用者またはその代理人の了解をえることとする。 

  ５,   当施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第１１８条の 

     ２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に 

     行うよう努めるものとする。 

 

（施設の名称等） 

第 ３条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

     名 称 医療法人社団 朝菊会 介護老人保健施設 ケアプラザ伊都 

     所在地 福岡県糸島市波多江２２３−１ 

 

 



（利用定員等） 

第 ４条 施設の通所リハビリテーションの実施の利用定員は次の通りとする。 

     １単位 利用定員（３０名）  

     営業日及び営業時間（平日、土、祝日、９：２０〜１６：３０） 

     ※日曜日、年末年始（１２月３１日〜１月３日）は休み。 

     

（定員の遵守） 

第 ５条 施設は、利用定員を超えて通所リハビリテーションの提供を行ってならない。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第 ６条 施設が、通常の事業実施の対象とし、送迎を行う地域は次の通りとする。 

     福岡市、糸島市 

 

 

         第２章 職員の職種、員数及び職務の内容 

 

（職員の職種及び員数） 

第 ７条 施設に、次の職員を置く。 

    （１）管理者            １名以上（医師兼務） 

    （２）医師             １名以上 

    （３）介護職員           ３名以上 

    （４）理学療法士又は作業療法士   １名以上 

    （５）管理栄養士          １名以上 

    （６）事務職員           １名以上 

 

（職務の内容） 

第 ８条 前条に掲げる職種の職務内容は、次のとおりとし、職員の具体的な業務分担については 

     別に定める。 

    （１）管理者 

       理事会の決定する方針に従い、施設の運営管理を総括すること。 

    （２）医師 

       管理者の命を受け、利用者の健康管理と保健衛生の指導及び医療の適切な処置を講 

       ずること。 

    （３）介護職員 

       管理者の命を受けて行う利用者の日常生活全般にわたる介護に関すること。    

（４）理学療法士又は作業療法士 

       管理者及び医師の命を受けて行う利用者の機能訓練指導に関すること。 

     



    （５）管理栄養士 

       管理者の命を受けて行う利用者の栄養管理指導、献立の作成、栄養の計算、食品の 

       管理、調理指導及び栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理に関すること。 

    （６）事務員 

       管理者の命を受けて行う施設の庶務及び経理の事務処理に関すること。 

 

（勤務体制の確保等） 

第９条 施設は、通所者に対し、適切な介護保健施設サービスを提供することが出来るよう、 

    職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

  ２，施設は、当該施設の職員によって介護保健施設サービスを提供しなければならない。 

    ただし、通所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

  ３，施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。 

４，施設は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な 

    言動又は優越的な関係を背景として言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた 

    ものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要 

    な措置を講じるものとする。 

 

 

第３章 通所リハビリテーションの開始及び終了 

 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第１０条 施設は、利用者に対し適切な施設介護サービスの提供に際しては、あらかじめ、利用申 

     込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用者のサービ 

     スの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供 

     の開始について文書により通所申込者の同意を得るものとする。 

 

（受給資格等の確認） 

第１１条 施設は、介護保健施設サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者 

     証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定に有効期間を確かめるも 

     のとする。 

  ２， 施設は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されている時は、当該認定審査会意 

     見に配慮して、介護保健施設サービスを提供するように努めるものとする。 

 

（サービスの提供） 

第１２条 施設は、その心身状況若しくは病状により、施設において、診療に基づき実施される計 

     画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを 

     受ける必要があると認められる者を対象に、通所リハビリテーションを提供するものと 

     する。 



  ２， 施設は、正当な理由なく、介護保健施設サービスの提供を拒んではならないものとする。 

  ３， 施設は、利用申込者の病状等を勘案し、利用申込者に対し自ら必要なサービスを提供す 

     ることが困難である場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な処置を速やか 

     に講じるものとする。 

  ４， 施設は、利用申込者の利用に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めるも 

     のとする。 

  ５， 施設は、利用者について、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者 

     が居宅において日常生活を営むことが出来るかどうかについて、医師、看護・介護職員、 

     支援相談員、介護支援専門員等の職員を構成員とした会議を、入所後早期及び、その後 

     少なくとも３ヶ月ごとに実施し、協議・検討するものとする。これらの検討の経過及び 

     結果については文書に記録するとともに、２年間保管するものとする。 

  ６， 施設は、利用者の終了に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うと 

ともに、終了後の主治医及び居宅支援事業者に対する情報の提供その他の保健医療 

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 

 

（居宅介護支援事業者との連携） 

第１３条 施設は、通所リハビリテーション利用を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者 

その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 

  ２， 施設は、通所リハビリテーションの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対し 

     て適切な指導を行うとともに当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の 

提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 

  ３， 施設は、居宅介護支援事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者 

     との密接な連携により、短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者 

     が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努める

ものとする。 

 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第１４条 施設は、利用の際に要介護認定を受けていない利用申込者について、要介護認定の申請 

     が既に行われているかどうかを確認し、その申請が行われていない場合は、利用申込者 

     の意志を踏まえ、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。 

  ２， 施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効 

     期間の満了日３０日前には行われるよう必要な援助を行うものとする。 

 

（サービス提供の記録） 

第１５条 施設は、通所リハビリテーションを提供した際には、提供年月日及び内容、介護保険法       

     の規定により利用者に代わって支払いを受ける居宅介護支援サービス費又は居宅支援

サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面等に 

記載するものとする。 



 

（健康手帳への記載） 

第１６条 施設は、提供した通所リハビリテーションに関し、利用者の健康手帳の医療に係るペー     

     ジに必要な事項を記載するものとする。ただし、健康手帳を有しない者については、こ 

     の限りではない。 

 

 

第４章 通所リハビリテーションの内容 

 

（通所リハビリテーション計画の作成） 

第１７条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら通所リハビリテーションの提供に当たる 

職員は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の 

状況、希望及びその他置かれている環境を踏まえリハビリテーションの目標、当該 

目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション 

計画を作成するものとする。 

  ２， 管理者は、通所リハビリテーション計画を作成するに当たって、それぞれの利用者に 

応じた計画を作成し、利用者又はその家族に対して説明し、同意を得るものとする。 

  ３， 通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されて 

     いる場合は、当該計画に沿って作成するものとする。 

  ４， 職員は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの 

     実施状況及びその評価をリハビリテーション記録に記載する。 

  

 （通所リハビリテーションの取扱方針） 

第１８条 施設は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に努め、その目標を設定し、計画的      

     に行うものとする。 

  ２， 施設は、通所リハビリテーションの提供に当たって、医師の指示及び前条に規定する通 

     所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能回復維持を図り、日常生活の 

     自立に資するよう妥当適切に行うものとする。 

 ３， 施設は、通所リハビリテーションの提供に当たって、常に利用者の病状、心身の状況及 

     びその置かれている環境の的確な把握に努め、適切なサービスの提供を行う。特に認知 

     症のある要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス提供が出来        

     る体制を整えるものとする。 

  ４， 施設は、通所リハビリテーションの提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の 

     生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の 

     行動を制限する行為を行ってはならない。 

  ５， 施設は、自らその提供する通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を 

     図るものとする。 

 



  ６， なお、通所リハビリテーション計画を作成しない場合であっても、既に居宅サービス 

計画が作成されている場合は、当該計画に沿ってサービスの提供を行うものとする。 

 

（衛生管理） 

第１９条 施設は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生 

     的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理 

     を適切に行うものとする。 

  ２， 当該施設において、感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委       

     員会を１月に１回程度、定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹 

     底を図るものとする。 

３，施設は、職員について、感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備し  

     研修を定期的に実施することとする。また、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中 

     毒が疑われる際の対処等に関しても、手順に沿った対応を行うこととする。 

 

 

 

           第５章 利用料その他の費用 

 

（利用料等の受領） 

第２０条 施設は、法定代理受領サービスに該当する介護保健施設サービスを提供した際には、 

利用者から別表１に掲げる利用料の一部の支払いを受けるものとする。 

     ただし、利用者が利用料等の減免の認定を受けているときは、その認定に基づく支払い 

     を受けるものとする。 

  ２， 施設は、前項に定めるもののほか、別表２に掲げるその他の費用の支払いを受けること 

     が出来る。 

  ３， 施設は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用 

     者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の 

同意を得るものとする。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第２１条 施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスに係る費用の支払い 

     を受けた場合は、その提供した施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる 

     事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。 

 

 

        第６章 サービス利用に当たっての留意事項 

 

（留意事項） 

第２２条 利用者は次の事項を守らなければならない。 



 （１） 利用に当たっては、通所リハビリテーション計画に基づいて利用し、職員の指導に従い、 

     規律を守り相互の友愛と親和を保ち、心身の安定を図るよう努めること。 

 （２） 他の利用者に迷惑をかけず、相互の融和を図るよう努めること。 

 （３） 施設の清潔、整頓その他の環境衛生の保持のため協力すること。 

 （４） 建物、備品及び貸与品は大切に取り扱うよう努めること。 

 （５） 火災予防上、次の点については特に注意を払い、火災防止に協力すること。 

   ア 喫煙は、所定の場所で行うこと。 

   イ 発火の恐れのある物品は、施設内に持ち込まないこと。 

   ウ 火災防止上、危険を感じた場合は、直ちに職員に連絡すること。 

 （６） 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の食事を摂取いただくこととする。 

     食費は第２０条に利用料として規定されるものであるが、同時に、施設は第１８条の規 

     程に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容として

いるため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。 

 

（身上変更の届出） 

第２３条 利用者は、身上に関する重要な事項に変更が生じた時は、速やかに管理者に届け出なけ 

     ればならない。 

 

 

             第７章 非常災害対策 

 

（非常災害対策） 

第２４条 管理者は、災害防止と利用者の安全を図るため、別に定める防災に関する規程に基づき、 

     防火管理者及び消防計画を定め、常に安全確保に努めるとともに、非常災害に備えるた 

     め、所轄消防機関と連絡を密接にして、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うも 

     のとする。 

 

 

          第８章 その他運営に関する重要事項 

 

（掲示） 

第２５条 施設は、当該施設の見やすい場所に、運営規定の概要、職員の勤務体制、協力病院、 

利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するものとする。 

（秘密保持） 

第２６条 施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らし 

     てはならない。 

  ２， 施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は家族の 

     秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。 



  ３， 施設は、居宅介護支援事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際には、 

あらかじめ文書により利用者の同意を得るものとする。 

 

（苦情処理） 

第２７条 施設は、その提供した介護保健施設サービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切 

     に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置し、別紙「利用者からの苦情を 

     処理するために講じる措置の概要」に基づいて措置するものとする。 

  ２， 施設は、その提供した施設サービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若し 

     くは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦 

     情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場 

     合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

  ３， 施設はその提供した施設サービスに関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体 

     連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受 

     けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

 

（地域との連携） 

第２８条 施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を 

     行う等地域との交流に努めるものとする。 

 

（緊急時の連携） 

第２９条 職員は、現に通所リハビリテーションの提供を行っている時に利用者の病状の急変が 

生じた場合その他必要な場合は、速やかに医師及び管理者に指示を仰ぎ必要な措置を 

講じるとともに、必要に応じ主治の医師へ対し連絡を行うものとする。 

 

（身体の拘束等） 

第３０条 施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行わないものとする。但し、生命又は身体      

     を保護するため緊急やむを得ない場合は、医師が判断し身体拘束その他入所者の行動を 

     制限することがある。この場合、医師がその様態、時間、その際の心身の状況、緊急や 

     やむを得なかった理由を診療録に記載するものとする。 

  ２,   当施設は、身体拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。 

⑴ 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると 

 ともに、その結果について介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に 

       実施する。 

 

 

 



（虐待防止に関する事項） 

第３１条 施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ず 

     るものとする。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果 

   について従業者に周知徹底を図る。 

（２）虐待防止のための指針の整備 

（３）虐待を防止するための定期的な研修の実施 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

２，施設はサービス提供中に、当該施設従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護 

  する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを 

  市町村に通報するものとする。 

 

（衛生管理等） 

第３２ 施設において感染症が発生し、又は蔓延しないように、次の各号に掲げる措置を講じる 

     ものとする。 

 ２，施設における感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会を開催すると 

     ともに、その結果について職員に周知徹底を図る。 

   ３，施設における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 

   ４，施設において、職員に対し、感染症の予防及び蔓延防止の予防のための研修及び訓練を 

定期的に実施する。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第３３条 施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的 

     に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務 

     継続計画」という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

 

   ２，施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練   

     を定期的に実施するものとする。 

   ３，施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を 

     行うものとする。 

 

（利用者に関する市町村への通知） 

第３４条 施設は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその 

     旨を市町村に通知するものとする。 

 （１） 正当な理由なしに介護保健施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要 

     介護状態の程度を増進させたと認められたとき。 

 （２） 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 



（記録の整備） 

第３５条 施設は、従業者、設備、会計及び入所者に対する施設サービスの提供に関する記録を整 

     備しておくものとする。 

 （１） 管理に関する記録 

   ア 事業日誌 

   イ 職員の勤務状況、給与、研修等に関する記録 

   ウ 定款及び施設運営に必要な諸規程 

   エ 月間及び年間の事業計画及び事業実施状況表 

   オ 関係官署に対する報告書等の文書綴 

   カ 重要な会議に関する書類 

   キ 防災訓練等に関する記録 

 （２） 通所者に関する記録 

   ア 通所者台帳（病歴・生活歴・家族の状況等を記録したもの） 

   イ 居設サービス計画書 

   ウ 診療録及び機能訓練・リハビリテーションマネジメント・療養日誌 

   エ 第１１条に規定する検討の経過・結果の記録 

   オ 献立その他給食に関する記録 

   カ 緊急やむを得ない場合に行った身体的拘束等に関する記録 

 （３） 会計経理に関する記録 

   ア 収支予算・決算に関する書類 

   イ 金銭の出納に関する書類 

   ウ 収入・支出に関する書類（介護報酬請求明細等） 

   エ 資産に関する台帳 

   オ 利用料に関する書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（補則） 

第３６条 この規程に定めるもののほか、介護保険法、介護保険法施行令関係各法令を遵守し、 

     さらに必要な事項については別に定める。 

  付則 

   １、この規程は、平成１２年４月１日から施行する。 

  付則 

１、この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

 付則 

１、この規程は、平成１５年１０月１日から施行する。 

  付則 

   １、この規程は、平成１７年１０月１日から施行する。 

  付則 

   １、この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

  付則 

   １、この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

  付則 

   １、この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

  付則 

   １、この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

  付則 

   １、この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

付則 

１、この規程は、令和２年１０月１日から施行する。 

付則 

１、この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

付則 

１、この規程は、令和６年６月１日から施行する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報の利用目的 

（令和６年９月１日現在） 

 

介護老人保健施設ケアプラザ伊都では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預

かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

 －入退所等の管理 

 －会計・経理 

 －事故等の報告 

 －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支 

援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 

 －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

 －検体検査業務の委託その他の業務委託 

 －家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

 －保険事務の委託 

 －審査支払機関へのレセプトの提出 

 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 －当施設において行われる学生の実習への協力 

 －当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －外部監査機関への情報提供 

 

 

 



別表１ 

 

 通所リハビリテーションの場合の利用者負担額 

１ 保険給付の自己負担額 

  ①施設サービス費／１日（サービス提供体制強化加算（Ⅰ）を含みます。） 

  ［４時間以上５時間未満］ 

  ・要介護１              ５９５円 

  ・要介護２              ６８７円 

  ・要介護３              ７７７円 

  ・要介護４              ８９５円 

  ・要介護５             １０１２円 

 

  ［７時間以上８時間未満］ 

  ・要介護１              ８１１円  

  ・要介護２              ９５６円 

  ・要介護３             １１０４円 

  ・要介護４             １２７８円 

  ・要介護５             １４４８円 

 

  ②入浴代  ４２円 

 

＊リハビリテーション会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を多職種、居宅介護 

 支援専門員、その他関係者と共有し、医師が利用者又はその家族に対して説明し同意 

 を得た場合には下記の料金が加算されます。 

  リハビリテーションマネジメント加算イ：開始月から６月以内 ８５８円 

       開始月から６月以降 ５２７円 

＊集中的に指定リハビリテーションを行った場合には退院(所)から３カ月以内は 

 １１４円加算されます。 

＊専門医から認知症の診断を受けた方で短期集中的にリハビリテーションを実施した 

 場合は、週２回を限度とし１日につき２４７円が加算されます。 

＊入院され、退院するに当たり、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を 

行なった場合、６２０円/回が加算されます。 

 

 

 

 

 

 



＊要介護３、要介護４又は要介護５であって、別に厚生労働大臣が定める状態のものに 

 対して、医学的管理を行った場合は１日につき１０４円が加算されます。 

  （注）別に厚生労働大臣が定める状態（イ～リのいずれかに該当する状態）  

   イ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態  

   ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態  

   ハ 中心静脈注射を実施している状態  

   二 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態  

   ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態  

   ヘ 膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者障害程度等級表の4級以上で 

ありストーマの処置を実施している状態  

   ト 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態  

   チ 褥瘡に対する治療を実施している状態  

 リ 気管切開が行われている状態 

＊科学的介護推進体制加算 

利用者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の入所者の心身の 

状況等の係る基本的な情報を厚生労働省に提出し必要に応じてサービス計画を見直す 

など、サービスの提供に当たって、規定する情報その他サービスを適切かつ有効に 

提供するために必要な情報を活用している場合、月につき４１円加算されます 

＊リハビリテーション提供体制加算 

 当施設に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、利用者の数が 25

又はその端数を増すごとに 1以上である場合、下記の金額が加算されます。 

      ４時間以上５時間未満   １７円／回 

      ５時間以上６時間未満   ２１円／回 

      ６時間以上７時間未満   ２５円／回 

      ７時間以上８時間未満   ２９円／回 

＊送迎を行わなかった場合、片道４９円減算されます。 

＊介護職員の処遇改善を行っている為、介護職員処遇改善加算として上記介護報酬の月 

 単位合計に８.６％の料金が加算されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２ 

その他の料金 

① 食費 昼食、おやつ       ５８０円 

 

② 日常生活用品代       １００円 

 （契約時に必要の有無を選択していただき希望された場合）                 

  シャンプー、石けん、ペーパータオル等 

 

③ おむつ代（１枚あたり） 

  尿とりパット ６５円    フラット ２５円    パンツ式 ６５円 

  

④ クラブ費（参加された方のみ）  

   陶芸クラブ、書道クラブ        １ヶ月  ３００円 

   お花クラブ               １回  ３００円 

 

 


